集合住宅に関する説明書
	
	基準
	計画概要

	公益的施設の整備
	100戸以上
	□該当（協議を要する）
□該当なし

	駐車施設
の整備
	居住用：戸数の1/3以上荷捌用：１台以上
来客用：確保に努める
	□居住用（　　　台／基準　　台）
□荷捌用（　　　台）
□来客用（　　　台）

	駐輪施設
の整備
	戸数分の台数を整備
	□整備する（　　　台／基準　　台）

	防災倉庫
の整備
	100戸以上
	□該当（ 整備する ・ 整備しない ）
□該当なし

	居住水準
の確保
	【最低居住面積】
単身者用：25㎡以上
2人以上 :10㎡×世帯人数＋10㎡
【誘導居住面積】
単身者用：40㎡以上
2人以上 :20㎡×世帯人数＋15㎡
	単身用　　　　㎡
〇人用　　　　㎡　
〇人用　　　　㎡　

□最低居住面積を満たしている
□誘導居住面積を満たしている

	管理に関する基準
	緊急連絡先表示板を設置する
管理体制を確立する
	□表示板を設置する
□管理体制を確立する
（管理の方法：　　　　　　　　　　　　　）

	
	管理について入居者に指導する
・ゴミの出し方
・路上駐車・駐輪の禁止
・騒音等迷惑行為の禁止
管理規約を定める（区分所有の場合）
	□管理について入居者に指導する
□管理規約を定める（区分所有の場合）

	消防活動に
必要な空地等
	４階以上又は高さ15ｍ以上
進入路及び消防活動用空地の確保
	□該当（ 確保する ・ 確保しない ）
□該当なし

	エレベーター
の整備
	６階以上
	□該当（整備する）

	
	５階以下
	□該当（ 整備する ・ 整備しない ）

	
	トランクルームの整備
	□整備する
□整備しない

	自動体外式除細動器の整備
	事業面積1000㎡以上かつ延べ面積2500㎡以上
AED(自動体外式除細動器)
の整備
	□該当（ 整備する ・ 整備しない ）
□該当なし

	電気錠の整備
	主要な出入口に
非常開錠装置を整備
	□整備する
□整備しない
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